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平成１８年１２月
原子力安全・保安院

柏崎刈羽原子力保安検査官事務所
原子力安全地域広報官 金城 慎司

原子力発電施設に対する検査制度の改善について

－検査の在り方検討会報告の概要－
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原子力安全における品質保証とは
（前回制度改正のおさらい）
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原子力安全における品質保証

保安
活動

保安
活動

保安
活動

確認
・

監視

確認
・

監視
・・

資源投入（人材、資金、施設、設備、原材料、予備品、技術など）

・・・・・・・

保安活動プロセス

原子
炉の
安全
状態

保安活動
結 果

許可
・

受容
・

共生

国民若しくはそのエージェントたる保安院

要求レベル
可

（保安院）

説明責任及び要求事項の確認

優
（自治体・国民）

（参考資料：原子力発電検査課（平成１６年））

品質保証

①②

③
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検査制度の現状について
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－我が国の原子力発電所の運転状況と検査の関係－

＜保守管理に係る保安検査項目（例）＞
・保守管理計画の策定・実施状況
・配管の肉厚管理の実施方針及び実施状況
・定例試験への立会（非常用発電機手動起動等）

＜保安調査＞
保安検査期間外においては、施設立入、書類等の検査、関係者へ
の質問、試料の提出について法律上の権限を有していない。

（ただし、実態上は、検査官の任意の要請に応じて事業者の協力を得て、

現場の巡視パトロールや定例試験への立会いなどを行っている）

調整
運転

プラント
停止

○定期事業
者検査

約３ヵ月

約２５日

１３ヵ月以内

プラント運転調整
運転

プラント
停止

○定期事業
者検査

約３ヵ月

約２５日

１３ヵ月以内

保安
検査

保安
検査

保安
検査

保安
検査

保安
検査

保安
検査

保安
検査

保安
検査

保安
検査

保安
検査

＜定例試験＞
（例）・非常用炉心冷却系ポンプ起動

・非常用発電機手動起動

○定期検査
○定期安全
管理審査

○定期検査
○定期安全
管理審査

プラント運転

保安調査 保安調査 保安調査 保安調査 保安調査 保安調査 保安調査 保安調査 保安調査

事
業
者

規
制
当
局
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・原子炉本体

・原子炉冷却系統設備

・計測制御系統設備

・燃料設備

・放射線管理設備

・廃棄設備

・原子炉格納施設

・非常用予備発電装置

・蒸気タービン

★実施に係る組織

（◎検査要員の適切性）

★検査の方法

（◎検査要領書の適切性、

検査用機器の適切性、

検査内容の適切性）

★検査記録の管理

（◎検査内容の適切性）

○体制及び評価
・原子炉施設の運転及び管理を行う者の職務及び
組織

・原子炉施設の定期的な評価（定期安全レビュー、
高経年化対策）

○原子炉施設の運転及び管理を行う者に対する保
安教育

○原子炉施設の保安に関する記録及び報告
○運転管理：
・原子炉施設の運転
・原子炉施設の運転の安全審査
・排気監視設備及び排水監視設備
・原子炉施設の巡視及び点検並びにこれらに伴
う処置

○燃料管理 （燃料物質の受払、運搬、貯蔵等）
○放射性廃棄物管理（廃棄）
○放射線管理
○緊急時に講ずべき措置

【特定電気工作物】

・補助ボイラー
・排気筒（H18.1より）

○技術基準適合性の確認

◎定期検査：
NISA、JNES

○定期事業者検査に係るプロ
セスの確認

★定期安全管理審査：
JNES

★工程管理
★協力事業者管理
★検査に係る教育訓練

【特定重要電気工作物】

保安検査：NISA

○原子炉施設の品質保証

○原子炉施設の保守管理

事業者の保安活動

定期事業者検査：事業者

－各検査制度における検査対象－
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現行の検査制度の課題と
改善の方向性について
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検査の在り方に関する検討会報告書の要旨
＜現行の検査制度の課題と改善の方向性＞

（１） 高経年化するプラントがある中、プラント毎の特性を踏まえて保全活動を充
実させることが必要。

→高経年化対策の強化のために、一律の検査からプラント毎のきめ細かい検
査に移行していく。

（２） 運転中、停止中を問わず事業者の保安活動における安全確保を徹底する
ことが必要。

→現在集中している停止中の検査に加え、運転中の検査を充実強化していく。

（３） 美浜３号機事故のような、事業者の人的過誤、組織要因による事故・トラブ
ルを防止するため、事業者による不適合是正を徹底することが必要。

→美浜３号機事故の再発防止を徹底するため、事故・トラブルの根本的な原
因分析に積極的に取り組む。
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－規制当局による事業者の保全プログラムに対する要求事項例－

規制当局の要求事項

保全プログラムに
規定すべき事項

（事前確認すべき事項）

（１）対象とする設備の選定
・設備の重要度に応じ保全プログラムの対象とする設備を決定

（２）管理指標の設定
・保全プログラムの対象とする設備、系統、及び安全機能毎に着目し、当該設備・系統に
要求される性能を維持するための管理指標を定める
・各指標は、安全目標、リスク評価等、原子力安全に係る指標との関係が明確であること
が求められる
・当面、故障率等は、これまでの保全実績に基づくものを基礎とするが、今後、プラント相
互間、炉型間の相違を考慮し、整合性のあるものとすべき

（３）保全の方式・頻度等の選定
・機器・系統の構造・要求機能に基づく管理指標に応じて、時間計画保全、状態監視保全
毎に適切な保全方式及びその適用頻度等を決定。

（４）保全データの採取及び保存
・採取すべき保全データとその保存方法及び年限を定める

（５）保全データの評価
・保全データに基づく経年劣化の発生・進展の程度を評価する手法を定める
・可能な限り定量的な評価手法（含 確率・統計的手法）を活用

（６）保全データの評価に基づく措置
・保全データの評価に基づき、他プラントの経験、技術的知見等を考慮して、保全の方式
、頻度等を見直しを定める

（７）保全プログラムの中長期的な評価
・経年劣化の傾向、最新の技術知見に基づき、保全方式を考慮し、保全プログラムの妥
当性を評価し改善を図る
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－事業者における保全プログラムの充実強化に向けた体制－

原子炉施設保
安規定

１．点検計画

２．補修取替及び改造計画

３．特別な保全計画

・個別機器の保全・監視基準

・状態監視保全を拡大して組合せた点検計画

点検計画

点検計画 補修取替

改造計画

個別機器の

保全・監視基準

点検計画表

マニュアル類

18 19 20 21 22 23 24
分解点検 ー

○ (○)

ポンプを分解し各部の傷、割れ、
変形、摩耗、腐食、浸食等の有無
を目視で確認するとともに主軸、
羽根車等について浸透探傷試験
を行う

腐食、浸食
傷、割れ

運転状態に異常のないこ
と

軸封部点検 ４年
○ (○)

メカシールの運転時間から交換を
行う

消耗品交換 メカシールの漏えいは○
cc/min以下

漏えい検査 ー

○ (○)

ポンプ運転圧力において各部から
の漏えいの有無を確認する

バウンダリー機能（フラ
ンジ部、メカシール）

著しい漏えいのないこと
メカシールの漏えいは○
cc/min以下

性能検査 ー

○ (○)

ポンプ運転状態において吐出圧
力、流量を確認するとともに振動、
異音、異臭等運転状態を確認する

送水機能 圧力○Mpa以上、流量○
m3以上（工認）

振動診断 ３ヶ月 軸受け振動測定 軸受け摩耗、ポンプ回
転体異常

JIS振動レベル可以上

機能トレンド
管理

随時 流量、圧力 ー 圧力、流量に有意な変化
傾向がないこと

日常保全 パトロール 毎日 運転状態 ー 運転状態に異常のないこ
と

分解点検 8年

○

電動機を分解し各部の傷、割れ、
変形、摩耗等の有無を目視で確
認する

腐食、摩耗、傷、割れ 運転状態に異常のないこ
と

特性検査 8年
○

絶縁抵抗測定等の電気試験を行
う

絶縁劣化

機能性能検査 ー

○

負荷運転状態において異常な振
動、異音、異臭のないことを確認
する。また電流を測定し異常のな
いことを確認する。

送水機能の動力 運転状態に異常のないこ
と

振動診断 3ヶ月 軸受け振動測定 軸受け摩耗 JIS振動レベル可以上
軸受け温度 3ヶ月 軸受け温度測定 軸受け摩耗 周囲温度＋40℃以下
ケーシング温
度

3ヶ月 モータケーシング温度測定 内部異常 周囲温度＋40℃以下

パトロール 毎日 運転状態 ー 運転状態に異常のないこ
と

設備名称 装置・機器名称

日常保全

傾向監視保
全

原
子
炉
冷
却
系
等
設
備

原
子
炉
補
機
冷
却
系
統
設
備

原子炉補機冷却水ポ
ンプ

原子炉補機冷却水ポ
ンプ電動機

判定基準又は保全目標保全の方式 点検試験項目 基本周期 年度展開(平成)

時間計画保
全

傾向監視保
全

部品レベル・点検内容 機能要求又は劣化
モード

時間計画保
全

SAMPLE

個別機器の点検計画表

共通技術基盤

保全計画

保守管理に係わる
規制要求事項の
充実

保安規定に反映

社内マニュアルに
反映

この三角形の全体が

事業者の保全プログラム

法令、規格･基準

保守管理業
務要項

品質保証規
程

状態監視手
引書

点検計画表作成
要領

運転管理業
務要項

その他 マ
ニュアル類

一次文
書

二次文
書

三次文
書

保全有効性評価
手引

不適合 管
理要項

状態監視力
量基準

保全PI運用要領

など

・保全方式の適用に当たっての
考え方を保安規定に盛込む

・個別の系統、構造物、機器に
具体的にどのような保全方式を
採用するかは事業者が個別に
定める

・保全プログラムの各階層にお
けるPDCA、階層をまたがる
PDCAも的確に回す必要あり（本
図には記載を省略）

原子炉等規制
法

JEAC

４２０９改

JEAC

４１１１

電気事業法

C 保全の有効性評価 D 点検補修の実施

P

A 基準の見直し

発電所単位

プラント個別

(一部プラント毎)

原子炉施設保
安規定

１．点検計画

２．補修取替及び改造計画

３．特別な保全計画

・個別機器の保全・監視基準

・状態監視保全を拡大して組合せた点検計画

点検計画

点検計画 補修取替

改造計画

個別機器の

保全・監視基準

点検計画表

マニュアル類

18 19 20 21 22 23 24
分解点検 ー

○ (○)

ポンプを分解し各部の傷、割れ、
変形、摩耗、腐食、浸食等の有無
を目視で確認するとともに主軸、
羽根車等について浸透探傷試験
を行う

腐食、浸食
傷、割れ

運転状態に異常のないこ
と

軸封部点検 ４年
○ (○)

メカシールの運転時間から交換を
行う

消耗品交換 メカシールの漏えいは○
cc/min以下

漏えい検査 ー

○ (○)

ポンプ運転圧力において各部から
の漏えいの有無を確認する

バウンダリー機能（フラ
ンジ部、メカシール）

著しい漏えいのないこと
メカシールの漏えいは○
cc/min以下

性能検査 ー

○ (○)

ポンプ運転状態において吐出圧
力、流量を確認するとともに振動、
異音、異臭等運転状態を確認する

送水機能 圧力○Mpa以上、流量○
m3以上（工認）

振動診断 ３ヶ月 軸受け振動測定 軸受け摩耗、ポンプ回
転体異常

JIS振動レベル可以上

機能トレンド
管理

随時 流量、圧力 ー 圧力、流量に有意な変化
傾向がないこと

日常保全 パトロール 毎日 運転状態 ー 運転状態に異常のないこ
と

分解点検 8年

○

電動機を分解し各部の傷、割れ、
変形、摩耗等の有無を目視で確
認する

腐食、摩耗、傷、割れ 運転状態に異常のないこ
と

特性検査 8年
○

絶縁抵抗測定等の電気試験を行
う

絶縁劣化

機能性能検査 ー

○

負荷運転状態において異常な振
動、異音、異臭のないことを確認
する。また電流を測定し異常のな
いことを確認する。

送水機能の動力 運転状態に異常のないこ
と

振動診断 3ヶ月 軸受け振動測定 軸受け摩耗 JIS振動レベル可以上
軸受け温度 3ヶ月 軸受け温度測定 軸受け摩耗 周囲温度＋40℃以下
ケーシング温
度

3ヶ月 モータケーシング温度測定 内部異常 周囲温度＋40℃以下

パトロール 毎日 運転状態 ー 運転状態に異常のないこ
と

設備名称 装置・機器名称

日常保全

傾向監視保
全

原
子
炉
冷
却
系
等
設
備

原
子
炉
補
機
冷
却
系
統
設
備

原子炉補機冷却水ポ
ンプ

原子炉補機冷却水ポ
ンプ電動機

判定基準又は保全目標保全の方式 点検試験項目 基本周期 年度展開(平成)

時間計画保
全

傾向監視保
全

部品レベル・点検内容 機能要求又は劣化
モード

時間計画保
全

SAMPLE

個別機器の点検計画表

共通技術基盤

保全計画

保守管理に係わる
規制要求事項の
充実

保安規定に反映

保全技術や資
格に係る基準類

JEAC４２０９を
具体化したガイ
ド

社内マニュアルに
反映

この三角形の全体が

事業者の保全プログラム

法令、規格･基準

保守管理業
務要項

品質保証規
程

状態監視手
引書

点検計画表作成
要領

運転管理業
務要項

その他 マ
ニュアル類

一次文
書

二次文
書

三次文
書

保全有効性評価
手引

不適合 管
理要項

状態監視力
量基準

保全PI運用要領

など

・保全方式の適用に当たっての
考え方を保安規定に盛込む

・個別の系統、構造物、機器に
具体的にどのような保全方式を
採用するかは事業者が個別に
定める

・保全プログラムの各階層にお
けるPDCA、階層をまたがる
PDCAも的確に回す必要あり（本
図には記載を省略）

原子炉等規制
法

JEAC

４２０９改

JEAC

４１１１

電気事業法

C 保全の有効性評価 D 点検補修の実施

P

A 基準の見直し

発電所単位

プラント個別

(一部プラント毎)

故障･劣化特性
データベース

標準テンプレー
ト
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リ
ス
ク
レ
ベ
ル

運
転
手
順
書
の
作
成
・
整
備
確

認原
子
炉
停
止
前
の
確
認

原
子
炉
停
止
に
係
る
設
備
・機
器
の
機
能

確
認

出
力
変
化
及
び
温
度
制
御
に
係
る
機
能

確
認

海
水
系
切
替

燃
料
取
替

原
子
炉
停
止
時
の
設
備
・機
器

の
健
全
性
及
び
機
能
等
の
確
認

放
射
性
物
質
の
閉
じ
込
め
機

能
確
認

運
転
手
順
書
の
作
成
・
整
備

確
認

原
子
炉
起
動
に
係
る
設
備
の
機
能

確
認

出
力
変
化
及
び
温
度
制
御
に
係
る
機
能

確
認

原
子
炉
起
動
前
の

確
認

事
故
時
の
原
子
炉
冷
却
に
係
る
設

備
・機
器
の
性
能
維
持
及
び
信
頼
性

確
保

事
故
時
の
放
射
性
物
質
の
閉
じ
込
め
機

能
確
認

非
常
用
電
源
の
確

保 緊
急
時
の
作
業
確
認
（イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
に

発
生
）

不
適
合
発
生
時
の
処
置
（イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
に

発
生
）

分解検査等停止
時に確認する事
項

運転中

停止中（保全プログラムに基づいた定期事業者検査の実施）

原子炉
起動操作

原子炉
停止操作

原子炉
起動準備燃料取替作業

事
業
者
の
活
動
に
よ
り
増
加
す
る
事
故
・ト

ラ
ブ
ル
リ
ス
ク
や
こ
れ
ら
の
発
生
時
の
影
響

の
う
ち
重
大
な
も
の
着
目
し
て
行
う
検
査
対

象
項
目

定
期
的
に
確
認
す
る

事
項
に
係
る
検
査
対

象
項
目

①品質保証計画の策定、実行

②運転員の確保及び育成

③原子炉運転

④原子炉停止

⑤燃料の貯蔵

⑥放射性廃棄物放出管理用計測器の管
理

⑦放射線被ばく管理

事業者の①～⑩の活動について保安検査・保安調査で定期的に確認

⑧保守管理計画

⑨原子力防災計画及び訓練

⑩所員及び請負会社従業員への保安教育

四半期程度毎

原子炉停止

高圧炉心ｽﾌﾟﾚｲ系等
の待機除外によるリ
スク増加

原子炉水位変化
によるリスク増加

海水系切替に
よるリスク増加

起動操作前

不適合等
によるリスク増加

－事業者の保安活動のリスク重要度等を踏まえた検査対象及び頻度
の具体的検討－
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－日本機械学会「保全の最適化検討ＷＧ」の検討結果をふまえた今後の検討課題－
（原子力安全・保安院による課題抽出結果）

日本機械学会「保全の最適化検討ＷＧ」では、主要な４０機器について、実質的に１４ヶ月以内で定められている原子炉停止
間隔を２４ヶ月に延長することを仮定して、それぞれの構造・機能要求を踏まえ、以下の５つのパターンに分類して評価を実施
した。

①現状耐久性有（十分な運転実績があり、劣化モードを考慮しても現状２年以上の構造耐久性を有するとするもの）

［検討結果］ ２年以上の点検間隔であるものについては、２年以上の耐久性を有するとの評価を行っている。

②定例試験代替（運転中の定例試験により停止時の機能検査の代替が可能と判断できるとするもの）

［検討結果］ 停止時の機能検査項目が運転中の定例試験の検査項目と同等のものについては、運転中に要求される機能
を確認可能。

③運転中のモニタリング（運転中の状態監視により停止時の機能検査の代替が可能と判断できるとするもの）

［検討結果］ 要求される機能を運転中のモニタリングで確認できるものについては、その妥当性を評価。分解検査対象機器
は、状態監視保全により運転中に健全性確認が可能と評価。

④類似機器の運転実績（火力プラント等の類似機器の運転・点検実績により、点検間隔の変更（延長）の可能性を有するとす
るもの）

［検討結果］ 火力プラント・米国プラントの同種機器で２年以上の点検間隔のものについて、製造メーカ、構造、材料及び使
用環境が同等以上であれば、点検間隔が２年以上でも健全性を確保可能。

⑤データの収集・分析（運転保守データの分析・評価、実証試験成果から、点検間隔の変更（延長）可能性を有するとするも
の）

［検討結果］過去の点検記録、トラブル情報及び劣化モードの評価等から、２年程度の点検間隔の変更可能性を提示。特に
主要４機器（原子炉格納容器、主蒸気逃がし安全弁、主蒸気隔離弁、安全保護系（BWRの場合）については、モデルプラント
の実績データを用いて詳細に評価。

プラント全体の停止間隔の在り方を検討するための今後の更なる検討すべき課題：
○上記５つのパターン毎に、より慎重に評価すべきである。また、これに加え、以下の３点が課題である。

①機器の劣化状況を正確に把握するために点検手入れ前データの蓄積を充実すること。
②保守管理における機器・系統ごとの管理目標を定めるとともに、経年劣化傾向と当該管理目標との関係 を定量的に評価する手法を

整備すること。更に、個々の経年劣化がプラント全体の安全性にどう影響するかリスク評価を行う手法を整備すること。
③上記のデータ蓄積及び評価方法の整備を充実させ、共有できる体制を整備すること。
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－根本原因分析に係るガイドライン等の作成の必要性－

① 人的過誤等の直接要因の評価に係るガイドライン
規制当局は、事故・故障等発生時に、事業者が人的過誤の直接原因分析を実施し、人的過誤低減の取り組みを適確に実施している

ことを確認するため、分析・評価するためのガイドラインを整備する。
なお、人的過誤低減の取り組みは、これまで事業者が取り組んできた各 種手法等を考慮し、事業者の選択する手法に柔軟に対応で
きるように考慮する。

② 根本原因分析（組織要因）の調査対象の選定に係る考え方及び事業者の根本原因分析実施
内容を規制当局が評価するガイドラインの整備
規制当局は、事故・故障等が発生した時に、直接原因分析で終結させるだけでなく、組織要因まで遡って根本原因を明らかにするた

めに、調査対象を選定する考え方を整備し、事業者に体系的かつ恒久的処置を実施することを求める。規制当局は、事業者の取り組

みを評価するため、事業者の根本原因を分析・評価するためのガイドラインを整備する。

③ 事業者の安全文化・組織風土の劣化防止の取り組みを評価するガイドラインの整備
組織風土の劣化防止については、高経年化対策の一環として定期安全ﾚﾋﾞｭｰ（PSR）において事業者の実施内容を保安検査で確認

する取り組みが平成１８年１月より開始された。
このような取り組みに加え、事業者の日常保安活動の基礎となる品質保証活動をより一層確実なものとする取り組みを求め、事業者
の日常活動における安全文化・組織風土劣化防止の取り組みを規制当局が分析・評価するためのガイドラインを整備する。

産学官が連携して検討会を開催し、各ガイドラインの詳細を検討する。



14

－プラント毎の総合評価の具体化に向けた考え方－

•規制当局による検査結果及び安全実績指標（ＰＩ）を科学的・合理的に組み合わせ、
プラント毎に評価を実施

•規制当局による検査結果の重要度を分析する安全重要度決定手法（ＳＤＰ）を導入

•プラント毎の評価結果に基づき、各プラントの弱点を補うべく、必要に応じて追加検査
を実施

•安全実績指標（ＰＩ）、安全重要度決定手法（ＳＤＰ）の詳細については、（独）原子力安
全基盤機構（ＪＮＥＳ）を中心に今後検討を実施し、その後、試行的に評価を実施

•追加検査の方向性については、試行結果を踏まえ今後検討
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－今後の進め方－

平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度

検査の在り方検討会 （中間報告後も、進展状況の確認のために定期的に開催）

中間報告（基本方針）

保守管理規程の改正（ＪＥＡＣ4209）

保全プログラム、保全計画審査基準の設定

検査、総合評価ガイドラインの設定（含 リスク情報の活用）

新検査制度導入

検査制度の設計 より詳細な設計

マニュアル作成・整備

【検査制度の構築】

【保全プログラムの充実】

【人的過誤・組織要因及び安全文化の劣化等に係るガイドライン整備】

【安全実績指標、安全重要度評価手法の整備・導入（含 リスク情報の活用）】

ガイドライン作成、整備

・検討会の設置（産学官メンバー）
・安全実績指標の選定、判定基準
・安全重要度評価のスクリーニング基準
・簡略評価、詳細解析手法
・総合評価基準

ガイドライン作成、整備

・検討会の設置（産学官メンバー）
・直接要因の評価、改善
・根本原因分析対象の選定、分析方法
・組織要因、安全文化の劣化等

平成２０年度までに
基本整備完了

検査の詳細を設計
・新しい検査の検査項目・対象
・プラント毎の総合評価（含 リスク情報活用、ＰＩ 等）
・追加検査 等

高経年化対策検討委員会（高経年化対策の実施状況の検証、保全プログラムとの連動の具体的方策等）


	原子力安全における品質保証とは�（前回制度改正のおさらい）
	原子力安全における品質保証
	検査の在り方に関する検討会報告書の要旨� ＜現行の検査制度の課題と改善の方向性＞
	－事業者の保安活動のリスク重要度等を踏まえた検査対象及び頻度の具体的検討－
	－プラント毎の総合評価の具体化に向けた考え方－

